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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、2025 年６月 18 日開催予定の当社第 122 期

定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたしま

す。  

記 

  

１．変更の理由  

株主総会および取締役会の運営について、柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款

第 13条（株主総会の招集権者および議長）、第 22条（取締役会の招集権者および招集通知）、第

24 条（取締役会の議長）を変更するものであります。 

 

２．変更の内容  

   変更の内容は、次のとおりです。  

（下線は変更箇所を示しております。）  

現 行 定 款  変 更 案  

第３章 株主総会 

（招集権者および議長） 

第 13 条  株主総会は、法令に別段の定めの

ある場合のほか、取締役会の決議に

基づき、取締役会長がこれを招集し

議長となる。取締役会長に欠員また

は事故あるときは、取締役社長がこ

れに代わる。取締役社長に事故ある

ときは、取締役会の定める順序によ

り他の取締役がこれに代わる。 

第３章 株主総会 

（招集権者および議長） 

第 13 条  株主総会は、法令に別段の定めの

ある場合のほか、取締役会の決議に

基づき、あらかじめ取締役会で定め

た取締役がこれを招集し議長とな

る。当該取締役に事故あるときは、

取締役会の定める順序により他の取

締役がこれに代わる。 

 

 



 

 

現 行 定 款  変 更 案  

第４章 取締役および取締役会 

（取締役会の招集権者および招集通知） 

第 22 条  取締役会は、法令に別段の定めが

ある場合のほか、取締役会長がこれ

を招集する。取締役会長に欠員また

は事故あるときは、取締役社長がこ

れに代わる。取締役社長に事故ある

ときは、取締役会の定める順序によ

り他の取締役がこれに代わる。招集

通知は、会日の４日前までに各取締

役に対して発する。ただし、緊急の

必要があるときは、この期間を短縮

することができる。 

２．（条文省略） 

（取締役会の議長） 

第 24 条  取締役会の議長は、取締役会長が

これにあたる。取締役会長に欠員ま

たは事故あるときは、取締役社長が

これに代わる。取締役社長に事故あ

るときは、取締役会の定める順序に

より他の取締役がこれに代わる。 

第４章 取締役および取締役会 

（取締役会の招集権者および招集通知） 

第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めが

ある場合のほか、あらかじめ取締役

会で定めた取締役がこれを招集す

る。当該取締役に事故あるときは、

取締役会の定める順序により他の取

締役がこれに代わる。招集通知は、

会日の４日前までに各取締役に対し

て発する。ただし、緊急の必要があ

るときは、この期間を短縮すること

ができる。  

２．（現行どおり） 

（取締役会の議長） 

第 24 条 取締役会の議長は、あらかじめ取

締役会で定めた取締役がこれにあた

る。当該取締役に事故あるときは、

取締役会の定める順序により他の取

締役がこれに代わる。 

 

 

３．変更の日程  

定時株主総会開催日     2025 年６月 18 日（予定） 

定款変更の効力発生日     2025 年６月 18 日（予定） 

 

以  上   


